
　令和５年度　館山市内通学路危険個所　及び　対策一覧

備　　考 対策案【学校現場】 過去の対策実績
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（実施内容） （実施時期）

1 船形 船形小
県道犬掛館山線

船形227-2（中華龍翁付近）

□通学路として利用されている。

□自動車の交通量は比較的多い。

□横断歩道や路面標示（学童注意）の文字が消えかかってい

る。

□安全に道を渡ることや自動車への注意喚起が弱い。

● ●

□横断歩道の再塗装

□路面標示（学童注意）の再塗装

●

■館山警察署（横断歩道の再塗装）

■安房土木事務所（路面標示「学童注

意」の再塗装）

●

■横断歩道の再塗装（補修）

■路面標示の復旧

■半年から１年

■令和5年度中

2 船形 船形小
市道

船形624-2（トリノカフェ付近）

□地域の方がよく使用する道路である。

□歩道がなく，車道外側線が消えかかっている。

□車道外側線がないと安全運転への抑止効果が低くなる。

●

□車道外側線の再塗装

●

■市民協働課（外側線）

●

■外側線等の再塗装 ■令和６年３月までを予定 □交通指導（月１回）

3 那古 那古小
県道和田丸山館山線

那古203付近

□交通量が多く，スピード超過の自動車もいる。

□通学路であることがわかりにくい。

●
□歩道のカラー塗装

□学校標識の設置

●
■安房土木事務所（外側線・路肩部の着

色及び路面標示）

●
■路側帯のカラー舗装化

■「学童注意」等路面標示の設置
■令和5年度中

4 那古 那古小
県道和田丸山館山線

那古1721付近

□用水路があり，ガードレールと赤いポールのみで足を踏み外

して落ちる危険性がある。

□歩道の幅が極端に狭いため，交通事故の危険性もある。

●

□柵の設置

●

■安房土木事務所（柵の設置）

●

■柵等の設置 ■令和5年度中

5 那古 那古小
市道

那古205-1から那古265-1

□車道外側線が消えかかっている。

□歩道・車道の道幅が狭いため危険である。

● ●

□車道外側線の再塗装

●

■市民協働課（外側線）

●

■外側線等の再塗装 ■令和６年３月までを予定
□職員による交通指導（学期始

め）

6 北条 北条小
館山バイパスから市道への入り口

北条456付近

□北条小東門の道からバイパスへ登ろうとする自動車が来る。

□児童が直進使用すると，左側から自動車が上がってくる。

□児童から見て，左側が死角となっているため，自動車の存在

に直前まで気づきにくい。

●

□カーブミラーの設置

●

□市民協働課（道路反射鏡）

●

□カーブミラーの設置について千葉国道事務所と

　協議中
協議中

令和４年度に同様の要望があり注

意看板を設置済み（市民協働課）

7 西岬 西岬小

市道

加賀名78-2付近（日大セミナハウス付

近）

□路面標示（止まれ）と停止線が消えかかっている。

●
□路面標示の再塗装

□停止線の再塗装

●
■館山警察署（路面標示の再塗装）

　　　　　　（停止線の再塗装）

●
■路面標示の再塗装（補修）

■停止線の再塗装（補修）

■半年から１年

■半年から１年

□登校時，校長と地域の

方が交通指導をしている。

8 西岬 西岬小
市道

早物72付近（津嶋商会付近）

□スピード超過の自動車があり危険である。

□路面標示（通学路）と横断歩道ありの（◇）が消えかかって

いる。

●

□路面標示の再塗装

●

■館山警察署（路面標示の再塗装）

●

■路面標示の再塗装（補修） ■半年から１年

9 神余 神余小
県道館山白浜線

神余1456付近

□白線の内側が非常に狭く，児童が通るのに幅が狭い。

□見通しの悪いカーブのため交通事故の危険性が高い。

（平成28年度始めに児童と自動車の接触事故があった）

● ● ●

■安房土木事務所（ガードレール）

●

■道路線形に対しガードレールの方向が車道中央へ向いてい

る支間を調整。
■令和5年度中

□学期始めに下校時に安全指導と

安全確認を行っている。

□登校時，職員・保護者による安

全確認を行っている。

□注意喚起の看板を設置してい

る。

10 神余 神余小
県道館山白浜線

神余小手前のほたる看板前
□数年前に土砂崩れが起き，通行止めになったことがある。

●

□危険度の確認

●

■安房土木事務所（危険度の確認）

●
■防護柵本体の損傷、防護柵背後の土砂堆積及び排水施設詰

まり、斜面状況を確認。今回確認時は健全であった。斜面は

民地のため土地所有者の適正な管理も引き続必要。

■令和５年８月

11 館野 館野小 JR内房線山本踏切付近（館野小付近）

□線路沿いの農道に農業用用水路がある。また暗渠水路もあ

る。

□草が生い茂ると用水路が見えなくなり，危険が高まる。

● □危険を周知する看板の設置

□危険を周知する柵の設置

□草刈り

●

□建設課（転落防止柵等）

●

□水路への転落防止柵設置
□令和6年5月までに

   実施予定

□地区別児童会等による，

　口頭での危険箇所の周知活動を

している。

対策案　【行政側】

道路管理者

対策実施　機関
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進行状況

要　　望　　内　　容

№ 地区 要望学校 場　　所 状況　説明


